
 

やまなし建設業経営多角化支援事業費補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 やまなし建設業経営多角化支援事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付

については、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号）の規定による

ほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「建設業者」とは、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４

号）第２条第１項第１号に規定する中小企業者（以下「中小企業者」という。）であっ

て、建設業を事業として営み、山梨県内に主たる営業所を有し、かつ、建設業法（昭和

２４年法律第１００号）第３条第１項の規定に基づく許可を山梨県知事又は国土交通大

臣から受けているものをいう。 

２ この要綱において「建設業者のグループ」とは、前項の建設業者が代表を務め、かつ

建設業者を少なくとも２分の１以上を含む２以上の者で構成するグループをいう。 

３ この要綱において「知事が特に認める事業者」とは、建設業者又は建設業者の役員が

出資・設立する法人で知事が特に認めるものをいう。 

４ この要綱において「経営多角化」とは、建設業者、建設業者のグループ又は知事が特

に認める事業者（以下「建設業者等」という。）が、日本標準産業分類における大分類

項目を基準として、経営活動を建設業以外の新たな業種（知事が別に定める業種に限る。）

に広げることをいう。ただし、公共事業依存の経営体質からの転換を図ろうとする建設

業者等で民間需要が見込まれる新たな建設業種に進出しようとする場合で、知事が特に

認める場合を含む。 

  なお、経営多角化先の業種については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す

る法律（昭和２３年法律１２２号）の規定に基づく規制の対象とされるものを除く。 

 

（補助金の交付目的） 

第３条 この補助金は、建設業者等が行う経営多角化に関わる事業に要する経費の一部を

補助することにより、県内建設産業の新たな事業分野への進出や業種転換を促進し、も

って地域経済の健全な発展に資することを目的とする。 

 

（補助の対象事業） 

第４条 補助の対象となる事業は、建設業者等が行う別表１に掲げる事業であり、当該事

業の実施により雇用の拡大が見込まれる事業（ただし、太陽光発電設備に関わる事業を

除く。以下「補助事業」という。）とする。 

 

（補助金の対象経費） 

第５条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表１に掲げる

事業に応じ、別表２に掲げる経費のうち知事が必要と認める経費とする。 



 

 

（補助金の額及補助率） 

第６条 交付する補助金の額及び補助率は、予算の範囲内において、別表３に掲げるとお

りとする。 

 

（補助金等交付申請書及び添付書類の様式、提出期限） 

第７条 建設業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第１による補助金交

付申請書に知事が別に定める書類を添付し、別に定める日までに知事に申請しなければ

ならない。 

 

（補助金の交付の決定等） 

第８条 知事は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、その内容

を審査のうえ、適正と認められるときは補助金の交付決定を行い、様式第２による補

助金交付決定通知書により当該建設業者等に通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第９条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、前条の規定

による補助金の交付決定の内容及びこれに附された条件に対して不服があり、補助金の

交付の申請を取り下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から２０日以

内にその旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。 

 

（補助事業計画変更の承認） 

第１０条 補助事業者は、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更を 

しようとするときは、様式第３による変更承認申請書を提出し、知事の承認を受ける

こと。ただし、補助対象経費の各経費区分相互間において、いずれか低い額の２０％以

内を増減させる場合、又は、補助事業の目的の達成に支障をきたさない事業計画の細部

の変更であって、交付決定を受けた補助金の額の増額を伴わない場合はこの限りではな

い。 

２ 前項の承認には、必要に応じ条件を附し、これを変更することができる。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１１条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、 

様式第４による補助事業中止（廃止）承認申請書を知事に提出し、その承認を受けな

ければならない。 

 

（補助事業遅延等の報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれ

るとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに様式第５による補助事業遅

延等報告書を知事に提出し、その指示を受けなければならない。 



 

 

（補助事業の遂行状況報告） 

第１３条 補助事業者は、補助金の交付決定のあった年度の各四半期（第４四半期を除

く）の末日現在における補助事業の遂行状況について、様式第６による補助事業遂行

状況報告書を当該四半期の最終月の翌月１５日までに、知事に提出しなければならな

い。 

 

（補助事業者のフォローアップ） 

第１４条 知事は、補助事業の円滑な遂行を確保するため、補助事業者に対して、別に定

めるところにより中小企業診断士による指導、助言を実施することができるものとする。 

 

（実績報告） 

第１５条 補助事業者は、補助事業が完了したとき若しくは第１２条の規定による廃止

の承認を受けて１箇月を経過した日又は交付決定をした年度の翌年度４月１０日のい

ずれか早い日までに、様式第７による補助事業実績報告書を知事が必要と認める書類

を添付し提出しなければならない。 

 

（補助金の交付） 

第１６条 補助金は、補助事業完了後、当該補助金額を確定し交付するものとする。ただ

し、知事が必要と認めたときは、概算払することができる。 

２ 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を

超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものと

する。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期限内に納

付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０．９

５パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（補助金の概算払及び精算払の請求） 

第１７条 補助事業者は、前条の規定により補助金の概算払又は精算払を受けようとする

ときは、様式第８－１による概算払請求書又は様式第８－２による精算払請求書を知事

に提出しなければならない。 

 

（財産の処分及び管理） 

第１８条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した構築物並びに補

助事業により取得し、又は効用の増加した機械及び機具のうち知事が別に定めるもの

（以下「取得財産等」という。）については、知事が補助金交付の目的及び減価償却

資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）を勘案して別に定め

る期間（以下「財産処分制限期間」という。）を経過するまでは、知事の承認を受け

ないで、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付



 

け、又は担保に供してはならない。 

２ 補助事業者は、前項の承認を受けようとする場合は、様式第９による取得財産処分承

認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 知事は、第１項の承認をしようとする場合において、原則として交付した補助金の

うち取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

又は担保に供した時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を返還

させるものとする。 

 

（帳簿等の整理） 

第１９条 補助事業者は、補助事業に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠

書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了

後５年間保存しなければならない。 

 

（実施結果の報告） 

第２０条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間、毎会

計年度終了後３０日以内に本補助事業に係る事業の状況について、別紙様式第１０によ

るやまなし建設業経営多角化支援事業費補助金事業状況報告書を知事に提出しなければ

ならない。 

２ 補助事業者は、前項の報告をした場合、その根拠となる書類を当該報告に係る会計年

度の終了後３年間保存しなければならない。 

（成果の発表） 

第２１条 知事は、補助事業により得られた成果については、必要に応じてこれを補助事

業者に発表させることができるものとする。 

 

（雑則） 

第２２条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年８月２７日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年３月３１日限り、廃止する。ただし、この要綱に基づき交付決定

された補助金については、この要綱の廃止後も、なおその効力を有する。 

 


